
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大通り景観づくり推進協議会 部会（大工町，馬場，池上町地区）においては，令和８年６月４

日に会議を開催しました。今回の通信では，「会議でいただいたご意見」などをご紹介します。 

大通り景観づくり通信 

大通り景観づくり推進協議会部会（大工町，馬場，池上町地区の内容） 

【主なご意見】 

・ 基準があることで個性的な建物が立たなくならないのか？ 
⇒ 色彩基準については，今回の検討の中で使用できる色の範囲を増やすことも検討している。 
・ 壁面の位置や色彩基準等に適合するための補助等はあるのか？ 
⇒ 指定後に基準に適合させる行為については，活用できる支援制度もある。 
・ 大通りに面して械式駐車場が設置される場合に基準を設けることは良いことだと思う。 
・ デジタルサイネージについては，事業を営む側の立場では目立たせたい。一方で交差点に複

数設置され音が錯綜するようになるのであれば規制があってもよい。 
・ 賑やかしのためにもある程度看板はつけてもよいと思う。 など 

問い合わせ先  宇都宮市 都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ  
担当：梁木（やなき），村松 
電話  028-632-25６8   FAX  028-632-5421 
Mail u55002100@city.utsunomiya.tochigi.jp 

発行 
令和８年６月 

vol.３ 

第３回の部会では，景観形成重点地区（大通り地区）の建築物や工作物，屋外広告物に対する基準に

ついて，現在の課題と見直しの方向性を提示させていただき，多数のご意見を頂きました。 

特に，色彩基準等については，実際の建物や屋外広告物などを見ていただきながら基準等につい

て説明を行いました。今回頂いた意見を踏まえ，次回も基準等の見直しの方向性について，引き続き

議論を行うことになりました。 

【協議会の内容】 
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